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一般事蒸着が利益  

d かし、 の獲得を目的として行っ  こ  
“ペット供養”裁判と  

お寺さんの衝撃   
てV、る事案と同じ類型の事業  

から生じた収益に対しては、  

公益法人といえとも税制上の  

便宜を提供すべき根拠がなく、  

また、謝金等の支払が任意に  

なきれる性質のものか、それ  

とも対価横顔の履行としてな  

されるものかも税制適格の判  

断の基準である、との見解が  

示されました。  

．化傾向が進み、ベット  

動物を家族と同様の愛情  

を注ぐ対象と考え、その死亡  

の際には空虚感を埋め、蒋神  

的ないやしを求める風潮が強  

くなっています。そして、ペ  

ット専用の葬儀や動物霊園を  

取り扱う草葉者が増加し、専  

門情報誌も発刊きれ、ベット  

葬祭業への▲・般的な関心の高  

まりが見られます。  

‾在、ペット専用の葬儀社  

は全国で6千ないL8て・  

社あ′るといわれ、その事業主  

体は、仏教寺院だけでなく、  

倉庫業、連遺業、ホ勅宴会社、  

石材店、動物病院などの民間  

羞老にも広く及んでいます。  

んなときに、宗教法人の  

」、ツト葬祭業が非課税で  

｝般業者が課税というのはお  

かしいでl土ないか、というふ  

判があり、平成17年3月に机  

た判決は宗教法人への課税を  

支持しました。  

圏 
間2千件程度のベット葬  

祭の依願を受けている原  
告宗教法人側は、G）人に対す  

る供養はもちろんべγトの供  

養も僧侶が行うことにこそ価  

億があり、ペットの供養と人  

の供養とは異なちない、喧〉非  

課税とされる針俄衰や人形供  

葦との比較からもペット葬祭  

を収益事業として取り扱うこ  

とは許されない、⑨もともと  

宗教猿人等が本来の公益事業  

として行ってきた行為につい  

で、一般車業者がビジネスチ  

ャンスと見て参入した場合に  

課税対象とするというのは不  

当である、と主張しました。   

］  

た判決は、ペットの死体  

の処理は、法的には廃棄  直  

物であり、ペットの葬儀、遺  

骨処理、死体引取り、法要等  

はそれぞれ請負業、倉庫業に  

談当し、塔婆、骨壷等の販売  

は販売菜に率当すると逸走し  

ています。さちに、課税の実  

態のなかった既往の「針供奉  

や人形供農、おみくじ等の頒  

布なとの宗教的行為」も課税  

適格性針好検討されるべきと、  

争点以外の事例にも追い討ち  

をかけています。  
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12月の税務メモ  

011月分澹泉所得税の納付く特例欄Ⅷ   

者を除く）  

ロ1研決算法人の縫定申告  
01声年明快算法人の中町（予定）申告  
0給与所得者の年末粛藍苧環泉徴収   
蕩務  

C〉11月分骨人柱民税特別徴収分の納付  
（特例適用者は¢か月争）  

Oi¢月決算法人の機先申告  
01料月決算法人の中間（予定）申告  

0固定資産税、響市計壱税のれ付  

★法人税予定納税粥が1晒円以下は申告省略です。  


